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＜支援の内容＞
○ 地域における一層の連携・協働とイノベーションに向けた取組の促進を図るための「地域公共交通計画」の策定に資する調査等

＜支援の内容＞

○ 高齢化が進む過疎地域等の足を確保するための幹線バス交通や地域内交通の運行
・地域間交通ネットワークを形成する幹線バス交通の運行や車両購入、貨客混載の導入を支援

・過疎地域等において、コミュニティバス、デマンドタクシー、自家用有償旅客運送等の地域内交通の運行や
車両購入、貨客混載の導入を支援

○ 離島航路・航空路の運航
・離島住民の日常生活に不可欠な交通手段である離島航路・航空路の運航等を支援

地域公共交通確保維持事業
（地域の実情に応じた生活交通の確保維持）

＜支援の内容＞

○ 高齢者等の移動円滑化のためのノンステップバス、福祉タクシーの導入、
鉄道駅における内方線付点状ブロックの整備

○ 地域鉄道の安全性向上に資する設備の更新等

＜支援の内容＞
○ 被災地の幹線バスの運行 ○ 仮設住宅等を巡る地域内バス等の運行

地域公共交通バリア解消促進等事業
（快適で安全な公共交通の実現）

被災地域地域間幹線系統確保維持事業／特定被災地域公共交通調査事業
（【東日本大震災対応】 被災地のバス交通等に対する柔軟な支援）

Ⅰ.地域公共交通確保維持改善事業の概要

令和３年度予算額 ４億円
（東日本大震災復興特別会計：復興庁一括計上分）

地域の多様な主体の連携・協働による、地域の暮らしや産業に不可欠な交通サービスの確保・充実に向けた取組を支援
（上記取組を促進するため、地域公共交通活性化再生法の枠組みを強化（令和２年１１月２７日施行） ）

※国の認定を受けた鉄道事業再構築実施計画、地域公共交通利便増進実施計画等に基づく事業（地域鉄道の上下分離、利便性向上・運行効率化等のため
のバス路線の再編、旅客運送サービス継続のためのデマンド型等の多様なサービスの導入等）について、まちづくりとも連携し、特例措置により支援

地域公共交通調査等事業
（持続可能な地域公共交通の実現に向けた計画策定等の後押し）
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○ 地域におけるバリアフリー化の促進を図るための移動等円滑化促進方針・基本構想の策定に係る調査

※交通圏全体を見据えた持続可能な地域公共交通ネットワークの実現に向け、都道府県と複数市町村を含む協議会が主体となった協働による取組に対し、計
画の策定やバス等の運行への支援の特例措置により後押し（地域公共交通協働トライアル推進事業）

令和３年度予算額 ２０６億円
（前年度比 1.01倍）
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1.地域公共交通確保維持事業 (1)陸上交通：地域間幹線系統補助

補助対象系統のイメージ

地域をまたがる幹線バス交通ネットワーク
赤字バス系統（補助対象）

Ａ町 Ｂ市 Ｃ村

バス停
地域をまたがる幹線交通ネットワーク

黒字バス系統（補助対象外）
駅 駅

○ 補助対象事業者
一般乗合旅客自動車運送事業者又は地域公共交通活性化再生法に基づく協議会

○ 補助対象経費
予測費用（補助対象経常費用見込額）から予測収益（経常収益見込額）を控除した額

補助内容

予測費用

補助対象
経費

予測
収益

欠損

○ 補助率
１／２

○ 主な補助要件
・一般乗合旅客自動車運送事業者による運行であること
・複数市町村にまたがる系統であること

（平成13年３月31日時点で判定）
・１日当たりの計画運行回数が３回以上のもの
・輸送量が15人～150人／日と見込まれること

・経常赤字が見込まれること

※ １日の運行回数３回（朝、昼、夕）以上であって、１回当たりの
輸送量５人以上（乗用車では輸送できず、バス車両が必要と
考えられる人数）

※ ①復興特会から移行する応急仮設住宅非経由系統のうち、
東日本大震災前に輸送量要件を満たし、補助対象期間に輸
送量見込が要件を満たさない系統、②熊本地震前に輸送量
要件を満たし、補助対象期間に輸送量見込が要件を満たさ
ない系統については、輸送量要件を緩和（一定期間）

地域特性や実情に応じた最適な生活交通ネットワークを確保・維持するため、地域間交通ネットワークを形成す
る地域間幹線系統の運行について支援。

＜補助対象経費算定方法＞
予測費用

（事業者のキロ当たり経常費用見込額
×系統毎の実車走行キロ）

－
予測収益

（系統毎のキロ当たり経常収益見込額
×系統毎の実車走行キロ）
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①過疎地域等
②交通不便地域として地方運輸局長等が指定する地域

フィーダー系統（路線運行）

1.地域公共交通確保維持事業 (1)陸上交通：地域内フィーダー系統補助

（１）補助対象地域間幹線バス系統への接続

＊地域間交通ネットワーク：黒字路線、鉄軌道（JR、大手民鉄等）も含まれるが、地域間幹線バスは、
幹線性（複数市町村間、運行頻度）が必要

＊乗用タクシーによる運行は、過去に路線バス等による運行を行っていた地域であって、乗用タク
シー以外の輸送手段が無いと地方運輸局長が認めたものであること。

接続

（２）交通不便地域

接続

フィーダー系統（路線運行）
接続

補助対象地域間幹線バス

フィーダー系統（区域運行）・乗用タクシー

フィーダー系統
※ 専ら政令市等が運行支援を行うもの及びその運行

区域の全てが政令市等の区域内であるものは除外

接続

補助対象地域間幹線バス
［政令市等が関わる場合］ 政令市・中核市・特別区

政令市等以外の市町村

フィーダー系統（区域運行）・乗用タクシー

①過疎地域等
②交通不便地域として地方運輸局長が指定する地域

地域特性や実情に応じた最適な生活交通ネットワークを確保・維持するため、幹線バス等の地域間交通ネットワークと密接な地
域内のバス交通・デマンド交通の運行について支援。

○ 補助対象事業者

地域公共交通活性化再生法に基づく協議会

○ 補助対象経費
補助対象系統に係る経常費用から経常収益を控除した額

補助内容
○ 補助率

１／２

○ 主な補助要件
都道府県または市町村が定めた地域公共交通計画に確保又は維持が必要として

掲載され、
・一般乗合旅客自動車運送事業者、一般乗用旅客自動車運送事業者（※）、自家用
有償旅客運送者による運行であること
（※）過去に乗合バス事業等による乗合旅客の運送を行っていた地域であって、乗用

タクシー以外の輸送手段が無いと地方運輸局長が認めた地域に限る。
・補助対象地域間幹線バス系統を補完するものであること又は過疎地域等の交通
不便地域の移動確保を目的とするものであること
・補助対象地域間幹線バス系統等へのアクセス機能を有するものであること
・新たに運行を開始するもの又は公的支援を受けるものであること
・乗車人員が２人／１回以上であること

（路線不定期運行、区域運行及び乗用タクシーによる運行を除く。）
・経常赤字であること

補助対象系統のイメージ

地域間交通ネットワーク

地域間交通ネットワーク

経常費用

補助対象
経費

経常
収益

＜補助対象経費算定方法＞
経常費用

（事業者のキロ当たり経常費用
×系統毎の実車走行キロの実績）

経常収益
（系統毎の運送収入、運送雑収
及び営業外収益の実績）

－

欠損
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※ 令和6年度まではバス事業者も対象



計画策定

【補助対象事業者】 地域公共交通活性化再生法に基づく法
定協議会

【補助対象経費】地域旅客運送サービス継続実施計画策定に
必要な経費 （協議会開催等事務費、データ
収集、短期間の実証調査等）

【補助率】 １／２ （上限500万円）

サービス継続の例

背景・目的

○ 生活交通を担う路線バスが廃止される場合、現行法（6ヶ月前までの事前届出）ではサービスの維持について、十分な検討や
調整ができず、サービスの廃止や代替となるコミュニティバス等導入による市町村等への負担となっている。

○ そこで、廃止を検討する乗合バス事業者の申し出等を受け、関係者がサービス継続のあり方を協議し、公募により代替となる
サービスへの転換を図る「地域旅客運送サービス継続事業」について、改正地域公共交通活性化再生法において創設したと
ころであり、同事業の活用によるサービスの継続・効率化を支援。

地域旅客運送サービス
継続実施計画 大臣認定

サービス継続事業に係る運行費補助

【補助対象事業者】 地域公共交通活性化再生法に基づく法定
協議会

【補助対象経費】認定された地域旅客運送サービス継続実施計
画に基づく事業の総収支差

【補助率】 １／２
※タクシー（運賃低廉化）については、市町村からの負担額を補助対象経費とし、100万

円を上限として補助。
※サービス継続事業の認定を受けた系統については、フィーダー系統に係る運

行費補助の要件を一部緩和。

多様な選択肢を
検討・協議

乗合バス事業者
の申出等

実施方針・公募

（実施方針に定めるメニュー例）

市町村

デマンド交通（タクシー車両による乗合
運送（区域運行））による継続

福祉輸送、スクールバス、病院や商業施設
等への送迎サービス等の積極的活用

コミュニティバスによる継続

タクシー（乗用事業）による継続

乗合バス事業者など他の交通事業者による
継続（縮小・変更含む）

自家用有償旅客運送による継続

①

②

③

④

⑤

⑥
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○ 補助対象事業者
【車両減価償却費等補助】

幹線系統 ：一般乗合旅客自動車運送事業者
又は地域公共交通活性化再生法に基づく協議会

フィーダー系統：地域公共交通活性化再生法に基づく協議会
【公有民営補助】

地域公共交通活性化再生法に基づく協議会

○ 補助対象経費
【車両減価償却費等補助】 【公有民営補助】

補助対象購入車両減価償却費及び 補助対象車両購入費用
当該購入に係る金融費用の合計額
（地域公共交通利便増進計画に位置付けられた

系統については、車両購入費の一括補助も可）

○ 補助率
１／２

○ 主な補助要件
・補助対象期間中に新たに購入等を行うもの
・主として地域間幹線又は地域内フィーダーの補助対象系統の運行の

用に供するもの
・地上から床面までの地上高が65センチメートル以下かつ定員11人

以上の車両であって次のいずれかに該当するもの
①ノンステップ型車両（スロープ又はリフト付き）
②ワンステップ型車両（スロープ又はリフト付き）
③小型車両（①及び②の類型に属さない長さ７メートル以下かつ

定員29人以下の車両）

・運行区間の一部に高速道路等を含む補助対象系統の運行の用に供
するものであって道路運送車両の保安基準（座席ベルト、ＡＢＳ等の設
置）に適合した定員11人以上の車両

車両減価償却費等補助 公有民営補助

※補助対象経費の限度額
① ノンステップ型車両 ：1,500万円

② ワンステップ型車両：1,300万円
③ 小型車両 ：1,200万円
④ 都市間連絡用車両：1,500万円

バス事業者

バスを借りて

運行

地方公共団体

バス車両を

所有

貸渡（リース）

（売却・廃車）

代替

使用料

300 

180 

108
81 81

（単位：万円）

購入年度 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目

合計
750万円

２年間で均等に分割して交付
１年目 375万円
２年目 375万円

＜車両価格1,500万円のノンステップバスを購入し、定率法（残存価額×0.4）を用いて
５年間で償却する場合＞

＜車両価格1,500万円のノンステップバスを購入した場合＞

厳しい経営状況にある乗合バス事業者の負担の軽減や老朽更新による安全確保及び利用者利便を図る観点
から、バス車両の更新等について支援。

補助内容

補助方式のイメージ

※ 補助対象金融費用は、
年2.5％が上限

協議会で、
老朽車両の代替を含む
「収支改善計画」を策定

車両購入に係る
減価償却費・金融費用を
５年間にわたって交付

１.地域公共交通確保維持事業 (1)陸上交通：車両購入に係る補助

※ 令和6年度までは乗合事業者も対象

※ 令和6年度までは協議会を構成する市町村も対象
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（参考）地域公共交通活性化再生法の計画制度と補助制度（見直しの方向性）①

支線作成主体：都道府県又は市町村 作成主体：市町村

＜例：鳥取県西部地域（地域公共交通網形成計画）＞

＜例：八戸市（地域公共交通網形成計画）＞

・幹線を位置付ける場合、計画の作成主体は以下の３パターンを想定。
幹線沿線の単独市町村が個々に計画作成

（※当該幹線沿線の全ての市町村で計画を作成する必要あり）
幹線沿線の複数市町村が共同して計画作成
都道府県による広域（都道府県全域又はブロックごと）での計画作成

・地域の公共交通における幹線の位置づけ等を地域公共交通計画に記載。
（下記例のように、補助系統毎ではなく概ねの位置づけが示されていればよい。）

・フィーダーを位置づける場合、市町村が計画作成することを想定。
・地域の公共交通におけるフィーダーの位置づけ等を地域公共交通計画に記
載。 （フィーダーの位置づけについては、下記の例のように、少なくとも路線単位で位
置関係がわかるように明示すること。）

・現行の補助制度は、法定計画（地域公共交通計画）の作成を補助要件としておらず、別途、要綱に基づく補助計画を作成することと
している。乗合バス等への補助を法定計画と連動化することで、公的負担による確保維持が真に必要な路線等に対し、効果的・効率的
な補助を実施。

・幹線補助は、幹線沿線の市町村（単独・複数）が作成する地域公共交通計画又は、都道府県が作成する広域的な地域公共交通
計画に位置付けることを想定。フィーダー補助は、主に市町村単位で作成される地域公共交通計画に位置付けることを想定。また、これ
らの計画を作成する際には、都道府県・市町村のいずれも参加している法定協議会において協議がなされることが必要。

幹線

市の地域公共交通における支線の位置
づけを明示している。

県内の地域公共交通における幹
線の位置づけを明示している。
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（参考）見直し後の補助金執行について

現行
法定計画の有

無

経過措置期間
（改正法施行後３年程度を想

定）

経過措置期間終了
後

（令和７年度～）

補助計画 交付先 補助計画 交付先
補助計
画

交付先

幹線
生活交通確保維
持改善計画
（県単位）

乗合バス事業
者

県法定計画あり

県法定計画
又は
県生活交通確保維
持改善計画

県法定協議会
又は
乗合バス事業者

県法定計画

県法定協議会
又は
乗合バス事業
者

県法定計画なし
市町村法定計画
あり

県生活交通確保維
持改善計画
又は
市町村法定計画

市町村法定協議
会
又は
乗合バス事業者

市町村法定
計画

市町村法定協
議会
又は
乗合バス事業
者

県・市町村法定
計画なし

県生活交通確保維
持改善計画

乗合バス事業者 補助対象外

フィ
ー
ダー

生活交通確保維
持改善計画
（市町村単位）

乗合バス事業
者、自家用有
償旅客運送者
又は
活性化法法定
協議会

市町村法定計画
あり

市町村法定計画
又は
生活交通確保維持
改善計画

市町村法定協議
会
又は
乗合バス事業者
等

市町村法定
計画

市町村法定
協議会

市町村法定計画
なし

生活交通確保維持
改善計画

乗合バス事業者
等

補助対象外
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